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改めて「特別ニーズ教育」とは何か

法制度、憲法理念、コミュニティ
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（神戸大学大学院

人間発達環境学研究科教授）
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はじめに
１）「特別ニーズ教育」の概念・定義

→「通常教育」の対概念としての「特別教育」

「通常教育」がどこまでを包含しうるかによって変動

例:貧困児の補食（特別対応）から学校給食（通常対応）へ

→「特別ニーズ教育」は「通常教育」改革を志向する

２）３つの「Ｓ」

①特殊教育 Separate 1946年米国教育使節団報告書の原案

は Special だったが日本側の働きかけで変更？

→分離された特殊な場での特殊教育

②特別支援教育 Special Needs Education 
→特別なニーズに応じた支援教育

③個々人の尊厳と固有ニーズを踏まえた教育を全ての学校で実現

⇒Specific Needs Education への展望を持ったSNE学会へ

例:車エアバッグ＝高価な特別装備→安全性向上の通常装備へ
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１.法制度①特別支援教育-1
• 本学会の1995設立から四半世紀が経とうとしている。

その間に「法制度」は大きく変化した。

⇒特殊教育から特別支援教育への転換
①特別支援教育＝2007改定学校教育法第8章による枠づけ

・72条［特別支援学校の目的］

対象：視覚、聴覚、知的、肢体不自由、病弱

目的：準ずる教育＋障害による学習上又は生活上の困難

を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける

・「その欠陥を補うために」規定からの脱皮

・学校の呼称には裁量を認めた

・5区分を堅持＝発達障害等を含めてはいない

・74条［特別支援学校の助言・援助の努力義務］センター的機能

・75条［障害の程度］政令委任＝施行令22条の3
・78条［寄宿舎の設置］・79条［寄宿舎指導員］
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つづき（①特別支援教育-2）
・81条1項［通常校における特別支援教育］

＋教育上特別の支援を必要とする幼児・児童・生徒

障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育

・「特殊な場における特殊教育」からの脱皮

・81条2項［特別支援学級］

対象：知的、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難聴、その他

→言語障害、自閉症・情緒障害（20文科初第1167号通知）

・81条3項［教員派遣］

いわゆる訪問教育：81条3項＋71条→施行規則131条：複数

の障害を併せ有する場合若しくは教員を派遣して教育を

行う場合の特別の教育課程

→1979年度～制度化、2000年度～高等部希望者全入

・1947年～就学＝通学schooling＋教員派遣visiting

+2016教育機会確保法:不登校、夜間等（特例校、ICT等）

4



つづき（①特別支援教育-3）
・通級指導：81条1項→施行規則140・141条

対象：言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習

障害、注意欠陥多動性障害、その他

他校通級による特別の教育課程に係る授業の自校算入

→1993年通級指導の制度化、2016高等学校へ拡充

・「特殊な場による特殊教育」の破れ 巡回指導を含む通級

出典：文部科学省HP
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つづき（①特別支援教育-4）
・認定特別支援学校就学者：2013改正学校教育法施行令5条1項

→2002改正学校教育法施行令：認定就学者の導入

→2002専門家の意見聴取、2007保護者
＊視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚
弱者を含む。）で、その障害が、第22条の3の表に規定する程度のもの（以
下「視覚障害者等」という。）のうち、当該市町村の教育委員会が、その者
の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制
の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置す
る特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。

・障害者権利条約批准のための原則地域校規定

2006障害者権利条約国連採択（2007日本署名、2014批准）

2011障害者基本法：本人保護者の意向尊重、交流及び共同学習

2012中教審インクルーシブ教育システム報告

2013.6障害者差別解消法制定（2016施行）

2013.9就学制度改正

・場の択一的選択⇒支援籍等による複数利用／（⇒複数籍）
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１.法制度②他の特別ニーズ規定-1
・学校教育法19条：経済的理由によって就学困難と認めら

れる児童への就学援助。

→教育基本法4条3項（旧3条2項）の具体化
国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修
学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

・同施行規則53条：必要がある場合の一部合科

→学校教育法29条：小学校［教育の目的］
小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基
礎的なものを施すことを目的とする。

・同54条：履修困難な教科をその児童の心身の状況に適合

して課す

・56条：不登校児への特別の教育課程（2005-特例校）

・56条の2：日本語に通じない児童の特別の教育課程2014-
⇒取り出し・入り込み指導＋自校・他校が可能に

・56条の4：学齢を経過した者の特別の教育課程

→2016教育機会確保法
7



１.法制度②他の-2 ③免許法
・義務標準法による枠づけ

予算措置による加算→2017改正：基礎定数化へ
7条1項5号：障害に応じた特別の指導（通級指導）（13人につき1人）

同6号：日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導（日

本語指導）（18人につき1人）

同4号：少人数指導等の推進。
・義務標準法施行令における「特別の指導」の追加

心身の健康の回復、著しく肥満・飲食に関して特別の注意が必要児への
食生活の改善のための特別の指導など

③特別支援科目＝教育職員免許法施行規則改正による枠づけ2017改
正省令に伴って特別支援科目１単位以上が必修化。コアカリキュラ
ムには、「障害はないが特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒
の把握や支援」が明示され、「母国語や貧困の問題等による特別な教
育的ニーズ」児が例示。

Specialの広がり・拡充なのか、｢通常教育｣改革を伴わない
｢通常教育｣を守る安全弁としての Special の肥大化なのか

8



２.憲法理念（改革の理念を探る）
能力原理から必要原理への5段階

日本国憲法26条「その能力に応じて、ひとしく」

①能力規定を読み込んで解釈を深める＝教育条理解釈

清水寛1975「発達に必要かつ適切な」

兼子仁1978「能力発達上の必要に応じた教育」

②能力を補う適切な字句を補う

教育基本法審議過程1946「その能力と適性に応じて」

③特定の対象を優先して必要対応を拡大する

2006改正教育基本法4条2項新設

国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分
な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

④能力規定に必要規定を併記する

フィンランド憲法13条「能力と必要に応じた教育」

⑤より高位の原則や理念を定位する

ドイツ基本法2条1項「人格の自由な発展（発達）への権利」
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３.コミュニティ（ユニークな試み）

・特別支援教育法制への転換に前後して自治体に焦点をあて
た出版

日本特殊教育学会自治体研究班2003「特別支援教育」へ

の転換：自治体の模索と試み

渡部昭男・新井秀靖編2006自治体から創る特別支援教育

・SNE学会：設立の契機となったサラマンカ宣言（1994）が
CBR（Community-Based Rehabilitation）を強調していたこと

から、Community-Basedアプローチにはこれまでも関心を向
けてきた。

⇒憲法・条約の権利規定が、国の定める法制度の枠組みを通
じて、権利主体である子ども・国民に届くためには、法制度の
自治体（基礎自治体＝市区町村、広域自治体＝都道府県）に
よる執行・運用を介さなければならない。

例：憲法13条自己人生創造希求権（竹中2010）
＝立法、行政運用、現場実務・実践にどう活かすか！
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つづき３.コミュニティ①長野県
・基本情報：人口206万人、120→77市町村

・県民文化部に就学前から高等教育までの担当課

・3名の部長の中に子ども・若者担当部長を配置

・2014長野県の未来に担う子ども支援に関する条例

・2016長野県子どもの貧困対策推進計画

・2017長野県将来世代応援県民会議
将来を担う子どもや若者～将来世代～を、幼少期から青年期までの全ステージにおいて応援

出典：長野県HP
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つづき３.コミュニティ②滋賀県草津市

・基本情報：人口13.4万人、14小学校6中学校、出生約1300人
・草津市立発達支援センター
地域における発達支援の拠点として、乳幼児期から成人期までの障害および障害の疑いのある方々
への支援を実施

主なスタッフ：保育士、発達相談員、教諭、社会福祉士、事務職、嘱託医、（ST,OT,PT）
複数の部署と連携：乳幼児健診（子ども相談センター）、家庭・地域支援（子ども相談センター）

療育・相談の拠点（発達支援センター）、障害児保育［幼稚園・保育所］（幼児課）、学童保育

所の障害児保育（子ども子育て推進課）、特別支援教育（学校教育課）、障害児・者施策（障害

福祉課）

出典：

大西塁2018
神大特別講義
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つづき３.コミュニティ③鳥取県南部町

・基本情報：人口1万人、3小学校2中学校、出生60～70人
・2004２町が対等合併

・CS（地域協働学校）を核とした町づくり

出典：

南部町HP

ご清聴有難うございました
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